
生駒市規則第３号 

 生駒市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年１月８日 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 生駒市税条例施行規則（昭和５２年４月生駒市規則第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第６条中「その裏面に」を削る。 

 第７条第１項中「様式第９２号」を「様式第７２号の２」に改め、同条第２項

中「様式第９３号」を「様式第７２号の３」に改め、同条の次に次の１条を加え

る。 

 （施行の細目） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 別表一般的事項関係の部中「第４５０条第２項」を「第４４８条第２項」に、

「／市税／犯則事件／調査吏員証」を「市税犯則事件調査吏員証」に、「相続人

代表者指定（変更）届」を「相続人代表者指定届・現所有者申告書」に、「法第

９条の２第１項」を「法第９条の２第１項及び法第３８４条の３」に、「担保の

目的でされた仮登記（録）財産差押通知書」を「仮登記財産差押通知書」に、「

地方税法第１４条の１８の規定による告知書」を「地方税法第１４条の１８の規

定による徴収通知書」に、「滞納処分停止通知書」を「執行停止通知書」に、「

滞納処分停止取消通知書」を「執行停止取消通知書」に、 

２６ 過誤納金還付（充当）通知書 法 第 １ ７ 条 及 び 法 第 １

７条の２第５項 

２７ 第二次納税義務者の納付（納入）に

係る過誤納金の還付（充当）通知書 

政 令 第 ６ 条 の １ ３ 第 ２

項 

「 

を 



２８ 過誤納金還付請求書兼領収書 法第１７条 

２９ 納税証明書 法第２０条の１０ 

２９の

２ 

納税証明請求書 法第２０条の１０ 

３０ 督促状（一般用） 法 第 ３ ２ ９ 条 、 法 第 ３

３ ４ 条 、 法 第 ３ ７ １

条 、 法 第 ４ ５ ７ 条 、 法

第 ４ ８ ５ 条 、 法 第 ５ ３

９条及び法第６１１条 

３１ 督促状（市・県民税（特別徴収）） 法 第 ３ ２ ９ 条 及 び 法 第

３３４条 

３２ 領収証書及び納付済通知書  

 

２６ 還付充当通知書 法 第 １ ７ 条 及 び 法 第 １

７条の２第５項 

２７ 削除  

２８ 還付請求書 法第１７条 

２９ 納税証明書 法第２０条の１０ 

２９の

２ 

納税証明請求書 法第２０条の１０ 

３０ 督促状（はがき） 法 第 ３ ２ ９ 条 、 法 第 ３

３ ４ 条 、 法 第 ３ ７ １

条 、 法 第 ４ ６ ３ 条 の ２

５ 、 法 第 ４ ８ ５ 条 、 法

第 ５ ３ ９ 条 及 び 法 第 ６

１１条 

３０の

２ 

督促状（法人市民税） 法 第 ３ ２ ９ 条 及 び 法 第

３３４条 

３０の

３ 

督促状（軽自動車税） 法第４６３条の２５ 

３０の

４ 

督促状（固定資産税・都市計画税） 法第３７１条 

３１ 削除  

３２ 納付書兼口座振替出金票  

改め、同表市民税関係の部を次のように改める。 

市民税 ３６ 市民税・県民税申告書 条例第２８条 

」 

に 

」 

「 



関係 

 

３７ 市民税・県民税・森林環境税納税

通知書兼決定通知書 

条例第３４条 

 

 

３７の２ 市民税・県民税・森林環境税納税

通知書兼決定通知書（納付書） 

条例第３４条 

 ３８ 削除  

 ３９ 削除  

 ４０ 市（県）民税・森林環境税減免申

請書 

 

 ４１ 市（県）民税・森林環境税減免の

理由消滅に係る申告書 

条 例 第 ４ ７ 条 第 ３

項 

 ４２ 給与所得等に係る市民税・県民税

・森林環境税特別徴収税額の決定

通知書（特別徴収義務者用） 

法 第 ３ ２ １ 条 の ４

第１項 

 ４２の２ 給与所得等に係る市民税・県民税

・森林環境税特別徴収税額の決定

通知書（納税義務者用） 

法 第 ３ ２ １ 条 の ４

第１項 

 ４２の３ 給与所得等に係る市民税・県民税

・森林環境税特別徴収税額の決定

通知書（納入書） 

法 第 ３ ２ １ 条 の ４

第１項 

 ４３ 給与所得等に係る市民税・県民税

・森林環境税特別徴収税額の変更

通知書（特別徴収義務者用） 

法 第 ３ ２ １ 条 の ６

第１項 

 ４３の２ 給与所得等に係る市民税・県民税

・森林環境税特別徴収税額の変更

通知書（納税義務者用） 

法 第 ３ ２ １ 条 の ６

第１項 

 ４３の３ 給与所得等に係る市民税・県民税

・森林環境税特別徴収税額の変更

通知書（納入書） 

法 第 ３ ２ １ 条 の ６

第１項 

 ４４ 削除  

 ４５ 削除  

 ４６ 削除  

 ４７ 市民税・県民税・森林環境税納税

通知書兼決定通知書（変更通知書

） 

法第３２１条の２ 

 ４７の２ 市民税・県民税・森林環境税納税

通知書兼決定通知書（変更通知書

）（納付書） 

法第３２１条の２ 

 ４８ 削除  



 ４９ 市民税・県民税・森林環境税特別

徴収税額の納期の特例に関する承

認申請書 

条例第４１条 

 ５０ 納税管理人／申告書（市内）／承

認申請書（市外） 

条例第１５条 

 ５１ 証明書（所得・課税・非課税）  

 ５２ 法人／開設／異動／届  

 ５３ 法人市民税領収済通知書・納付書

・領収証 

 

 ５４ 事業証明書  

 別表固定資産税関係の部中 

５７ 固定資産税・都市計画税納税通知書（一般用

） 

条例第７７条 

５８ 固定資産税・都市計画税納税通知書（口座振

替用） 

条例第７７条 

５９ 固定資産税・都市計画税納税通知書（市外用

） 

条例第７７条 

６０ 共有物件課税（固定資産税・都市計画税）通

知書 

法第１０条及

び法第１０条

の２ 

６１ 固定資産（土地、家屋）の価格等の決定通知

書 

法第４１１条

第１項 

６２ 固定資産（土地、家屋）の価格等の決定（修

正）通知書 

法第４１７条

第１項 

 

５７ 固定資産税・都市計画税（土地・家屋・償却

資産）納税通知書 

条例第７７条 

５８ 削除  

５９ 削除  

６０ 削除  

６１ 削除  

６２ 固定資産税・都市計画税（土地・家屋・償却

資産）更正（価格）決定通知書 

法第４１７条

第１項 

、「条例附則第１２条の２第１項」を「条例附則第１２条の３」に、「固定資産

税・都市計画税更正（修正）決定通知書」を「固定資産税・都市計画税（土地・

「 

」 

「 

」 

に 

を 



家屋・償却資産）更正（賦課）決定通知書」に、「納税管理人申告書（設置・変

更・解除）」を「納税管理人／申告書（市内）／承認申請書（市外）」に、「固

定資産評価証明書」を「固定資産（土地・家屋）評価証明書」に、「固定資産公

課証明書」を「固定資産（土地・家屋）公課証明書」に改め、同表軽自動車税関

係の部中「（一般用）」を削り、「（口座振替用）」を「口座振替用」に、「廃

車書・廃車申告受付書」を「廃車申告受付書」に、「条例第９８条」を「法第４

６３条の２３及び条例第９８条第１項第１号」に改め、同部７９の項の次に次の

ように加える。 

７９の

２ 

軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免) 法第４６３条の２

３及び条例第９８

条第１項第２号 

７９の

３ 

軽自動車税(種別割)減免申請書(公益減免) 法第６条第１項及

び法第４６３条の

２３並びに条例第

９７条第１項 

 別表軽自動車税関係の部８０の項の次に次のように加える。 

８０の

２ 

特定小型原動機付自転車の標識 条例第９９条 

 別表軽自動車税関係の部中「軽自動車税（種別割）納税証明書」を「軽自動車

税（種別割）納税証明書（継続検査用）」に改め、同表特別土地保有税関係の部

中「納税管理人申告書（設置・変更・解除）」を「納税管理人／申告書（市内）

／承認申請書（市外）」に、「条例第１３９条の２」を「条例第１３９条の３」

に改め、同表入湯税関係の部中９４の項を９２の項とし、９５の項を９３の項と

し、９６の項を９４の項とし、９７の項中「第７０１条の１２第５項」を「第７

０１条の１２第７項」に、「第７０１条の１３第４項」を「第７０１条の１３第

５項」に改め、同項を９５の項とする。 

 様式第１号から様式第２６号までを次のように改める。 



様式第１号から様式第２６号まで （略） 

 様式第２７号を次のように改める。 

様式第２７号 削除 

 様式第２８号から様式第３０号までを次のように改める。 

様式第２８号から様式第３０号まで （略） 

 様式第３０号の次に次の３様式を加える。 

様式第３０号の２から様式第３０号の４まで （略） 

 様式第３１号を次のように改める。 

様式第３１号 削除 

 様式第３２号から様式第３７号までを次のように改める。 

様式第３２号から様式第３７号まで （略） 

 様式第３７号の次に次の１様式を加える。 

様式第３７号の２ （略） 

 様式第３８号及び様式第３９号を次のように改める。 

様式第３８号 削除 

様式第３９号 削除 

 様式第４０号から様式第４２号までを次のように改める。 

様式第４０号から様式第４２号まで （略） 

 様式第４２号の次に次の２様式を加える。 

様式第４２号の２及び様式第４２号の３ （略） 

 様式第４３号を次のように改める。 

様式第４３号 （略） 

 様式第４３号の次に次の２様式を加える。 

様式第４３号の２及び様式第４３号の３ （略） 

 様式第４４号から様式第４６号までを次のように改める。 



様式第４４号 削除 

様式第４５号 削除 

様式第４６号 削除 

 様式第４７号を次のように改める。 

様式第４７号 （略） 

 様式第４７号の次に次の１様式を加える。 

様式第４７号の２ （略） 

 様式第４８号を次のように改める。 

様式第４８号 削除 

 様式第４９号から様式第５１号までを次のように改める。 

様式第４９号から様式第５１号まで （略） 

 様式第５１号の２を削り、様式第５２号から様式第５７号までを次のように改

める。 

様式第５２号から様式第５７号まで （略） 

 様式第５８号から様式第６１号までを次のように改める。 

様式第５８号 削除 

様式第５９号 削除 

様式第６０号 削除 

様式第６１号 削除 

 様式第６２号から様式第７２号までを次のように改める。 

様式第６２号から様式第７２号まで （略） 

 様式第７２号の次に次の２様式を加える。 

様式第７２号の２及び様式第７２号の３ （略） 

 様式第７３号及び様式第７４号を次のように改める。 

様式第７３号及び様式第７４号 （略） 



 様式第７６号を次のように改める。 

様式第７６号 （略） 

 様式第７８号及び様式第７９号を次のように改める。 

様式第７８号及び様式第７９号 （略） 

 様式第７９号の次に次の２様式を加える。 

様式第７９号の２及び様式第７９号の３ （略） 

 様式第８０号を次のように改める。 

様式第８０号 （略） 

 様式第８０号の次に次の１様式を加える。 

様式第８０号の２ （略） 

 様式第８１号を次のように改める。 

様式第８１号 （略） 

 様式第８３号から様式第９１号までを次のように改める。 

様式第８３号から様式第９１号まで （略） 

 様式第９２号及び様式第９３号を削り、様式第９４号を次のように改め、同様

式を様式第９２号とする。 

様式第９２号 （略） 

 様式第９５号を次のように改め、同様式を様式第９３号とする。 

様式第９３号 （略） 

 様式第９６号を次のように改め、同様式を様式第９４号とする。 

様式第９４号 （略） 

 様式第９７号を次のように改め、同様式を様式第９５号とする。 

様式第９５号 （略） 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この規則は、令和８年１月１３日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の生駒市税条例施行規則の規定により提出さ

れている様式は、改正後の生駒市税条例施行規則の規定により提出された様式

とみなす。 


